
建築基準法施行令及び建設省告示 

 組石造の塀については第６１条に補強コンクリートブロック造の塀については第６２条の８

に規定されています。 

建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号） 抄 

   第四節 組積造  

（適用の範囲）  

第五十一条  この節の規定は、れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造（補強コ

ンクリートブロック造を除く。以下この項及び第四項において同じ。）の建築物又は組積造と木造

その他の構造とを併用する建築物の組積造の構造部分に適用する。ただし、高さ十三メートル以

下であり、かつ、軒の高さが九メートル以下の建築物の部分で、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリー

トによつて補強され、かつ、国土交通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安

全であることが確かめられたものについては、適用しない。  

２  高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この

節の規定中第五十五条第二項及び第五十六条の規定は、適用しない。  

３  構造耐力上主要な部分でない間仕切壁で高さが二メートル以下のものについては、この節の規

定中第五十二条及び第五十五条第五項の規定に限り適用する。  

４  れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の建築物（高さ十三メートル又は軒

の高さが九メートルを超えるものに限る。）又は組積造と木造その他の構造とを併用する建築物

（高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る。）については、この節の規定

中第五十九条の二に限り適用する。  

（組積造の施工）  

第五十二条  組積造に使用するれんが、石、コンクリートブロツクその他の組積材は、組積するに

当たつて充分に水洗いをしなければならない。  

２  組積材は、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組積しなければならない。  

３  前項のモルタルは、セメントモルタルでセメントと砂との容積比が一対三のもの若しくはこれ

と同等以上の強度を有するもの又は石灰入りセメントモルタルでセメントと石灰と砂との容積比

が一対二対五のもの若しくはこれと同等以上の強度を有するものとしなければならない。  

４  組積材は、芋目地ができないように組積しなければならない。  

第五十三条  削除  

（壁の長さ）  

第五十四条  組積造の壁の長さは、十メートル以下としなければならない。  



２  前項の壁の長さは、その壁に相隣つて接着する二つの壁（控壁でその基礎の部分における長さ

が、控壁の接着する壁の高さの三分の一以上のものを含む。以下この節において「対隣壁」とい

う。）がその壁に接着する部分間の中心距離をいう。  

（壁の厚さ）  

第五十五条  組積造の壁の厚さ（仕上材料の厚さを含まないものとする。以下この節において同

じ。）は、その建築物の階数及びその壁の長さ（前条第二項の壁の長さをいう。以下この節におい

て同じ。）に応じて、それぞれ次の表の数値以上としなければならない。 

壁の長さ 

建築物の階数 

五メートル以下の場合 

（単位 センチメートル）

五メートルをこえる場合 

（単位 センチメートル） 

階数が二以上の建築物 三〇 四〇 

階数が一の建築物 二〇 三〇 

 

２  組積造の各階の壁の厚さは、その階の壁の高さの十五分の一以上としなければならない。  

３  組積造の間仕切壁の壁の厚さは、前二項の規定による壁の厚さより十センチメートル以下を減

らすことができる。ただし、二十センチメートル以下としてはならない。  

４  組積造の壁を二重壁とする場合においては、前三項の規定は、そのいずれか一方の壁について

適用する。  

５  組積造の各階の壁の厚さは、その上にある壁の厚さより薄くしてはならない。  

６  鉄骨造、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物における組積造の帳壁は、

この条の規定の適用については、間仕切壁とみなす。  

（臥梁）  

第五十六条  組積造の壁には、その各階の壁頂（切妻壁がある場合においては、その切妻壁の壁頂）

に鉄骨造又は鉄筋コンクリート造の臥梁を設けなければならない。ただし、その壁頂に鉄筋コン

クリート造の屋根版、床版等が接着する場合又は階数が一の建築物で壁の厚さが壁の高さの十分

の一以上の場合若しくは壁の長さが五メートル以下の場合においては、この限りでない。  

（開口部）  

第五十七条  組積造の壁における窓、出入口その他の開口部は、次の各号に定めるところによらな

ければならない。  

一  各階の対隣壁によつて区画されたおのおのの壁における開口部の幅の総和は、その壁の長さ

の二分の一以下とすること。  

二  各階における開口部の幅の総和は、その階における壁の長さの総和の三分の一以下とするこ

と。  

三  一の開口部とその直上にある開口部との垂直距離は、六十センチメートル以上とすること。  



２  組積造の壁の各階における開口部相互間又は開口部と対隣壁の中心との水平距離は、その壁の

厚さの二倍以上としなければならない。ただし、開口部周囲を鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強

した場合においては、この限りでない。  

３  幅が一メートルをこえる開口部の上部には、鉄筋コンクリート造のまぐさを設けなければなら

ない。  

４  組積造のはね出し窓又ははね出し縁は、鉄骨又は鉄筋コンクリートで補強しなければならない。  

５  壁付暖炉の組積造の炉胸は、暖炉及び煙突を充分に支持するに足りる基礎の上に造り、かつ、

上部を積出しとしない構造とし、木造の建築物に設ける場合においては、更に鋼材で補強しなけ

ればならない。  

（壁のみぞ）  

第五十八条  組積造の壁に、その階の壁の高さの四分の三以上連続した縦壁みぞを設ける場合にお

いては、その深さは壁の厚さの三分の一以下とし、横壁みぞを設ける場合においては、その深さ

は壁の厚さの三分の一以下で、かつ、長さを三メートル以下としなければならない。  

（鉄骨組積造である壁）  

第五十九条  鉄骨組積造である壁の組積造の部分は、鉄骨の軸組にボルト、かすがいその他の金物

で緊結しなければならない。  

（補強を要する組積造）  

第五十九条の二  高さ十三メートル又は軒の高さが九メートルを超える建築物にあつては、国土交

通大臣が定める構造方法により、鉄筋、鉄骨又は鉄筋コンクリートによつて補強しなければなら

ない。  

（手すり又は手すり壁）  

第六十条  手すり又は手すり壁は、組積造としてはならない。ただし、これらの頂部に鉄筋コンク

リート造の臥梁を設けた場合においては、この限りでない。  

（組積造のへい）  

第六十一条  組積造のへいは、次の各号に定めるところによらなければならない。  

一  高さは、一・二メートル以下とすること。  

二  各部分の壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の十分の一以上とすること。  

三  長さ四メートル以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの一・五倍以上突出した控

壁（木造のものを除く。）を設けること。ただし、その部分における壁の厚さが前号の規定に

よる壁の厚さの一・五倍以上ある場合においては、この限りでない。  

四  基礎の根入れの深さは、二十センチメートル以上とすること。  

（構造耐力上主要な部分等のささえ）  

第六十二条  組積造である構造耐力上主要な部分又は構造耐力上主要な部分でない組積造の壁で

高さが二メートルをこえるものは、木造の構造部分でささえてはならない。  



第四節の二 補強コンクリートブロック造 

（適用の範囲）  

第六十二条の二  この節の規定は、補強コンクリートブロック造の建築物又は補強コンクリートブ

ロック造と鉄筋コンクリート造その他の構造とを併用する建築物の補強コンクリートブロック造

の構造部分に適用する。  

２  高さが四メートル以下で、かつ、延べ面積が二十平方メートル以内の建築物については、この

節の規定中第六十二条の六及び第六十二条の七の規定に限り適用する。  

第六十二条の三  削除  

（耐力壁）  

第六十二条の四  各階の補強コンクリートブロック造の耐力壁の中心線により囲まれた部分の水

平投影面積は、六十平方メートル以下としなければならない。  

２  各階の張り間方向及びけた行方向に配置する補強コンクリートブロック造の耐力壁の長さの

それぞれの方向についての合計は、その階の床面積一平方メートルにつき十五センチメートル以

上としなければならない。  

３  補強コンクリートブロック造の耐力壁の厚さは、十五センチメートル以上で、かつ、その耐力

壁に作用するこれと直角な方向の水平力に対する構造耐力上主要な支点間の水平距離（以下第六

十二条の五第二項において「耐力壁の水平力に対する支点間の距離」という。）の五十分の一以上

としなければならない。  

４  補強コンクリートブロック造の耐力壁は、その端部及び隅角部に径十二ミリメートル以上の鉄

筋を縦に配置するほか、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以内の間隔で

配置したものとしなければならない。  

５  補強コンクリートブロック造の耐力壁は、前項の規定による縦筋の末端をかぎ状に折り曲げて

その縦筋の径の四十倍以上基礎又は基礎ばり及び臥梁又は屋根版に定着する等の方法により、こ

れらと互いにその存在応力を伝えることができる構造としなければならない。  

６  第四項の規定による横筋は、次の各号に定めるところによらなければならない。  

一  末端は、かぎ状に折り曲げること。ただし、補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部以

外の部分における異形鉄筋の末端にあつては、この限りでない。  

二  継手の重ね長さは、溶接する場合を除き、径の二十五倍以上とすること。  

三  補強コンクリートブロック造の耐力壁の端部が他の耐力壁又は構造耐力上主要な部分であ

る柱に接着する場合には、横筋の末端をこれらに定着するものとし、これらの鉄筋に溶接する

場合を除き、定着される部分の長さを径の二十五倍以上とすること。  

（臥梁）  

第六十二条の五  補強コンクリートブロック造の耐力壁には、その各階の壁頂に鉄筋コンクリート

造の臥梁を設けなければならない。ただし、階数が一の建築物で、その壁頂に鉄筋コンクリート



造の屋根版が接着する場合においては、この限りでない。  

２  臥梁の有効幅は、二十センチメートル以上で、かつ、耐力壁の水平力に対する支点間の距離の

二十分の一以上としなければならない。  

（目地及び空胴部）  

第六十二条の六  コンクリートブロックは、その目地塗面の全部にモルタルが行きわたるように組

積し、鉄筋を入れた空胴部及び縦目地に接する空胴部は、モルタル又はコンクリートで埋めなけ

ればならない。  

２  補強コンクリートブロック造の耐力壁、門又はへいの縦筋は、コンクリートブロックの空胴部

内で継いではならない。ただし、溶接接合その他これと同等以上の強度を有する接合方法による

場合においては、この限りでない。  

（帳壁）  

第六十二条の七  補強コンクリートブロック造の帳壁は、鉄筋で、木造及び組積造（補強コンクリ

ートブロック造を除く。）以外の構造耐力上主要な部分に緊結しなければならない。  

（塀）  

第六十二条の八  補強コンクリートブロック造の塀は、次の各号（高さ一・二メートル以下の塀に

あつては、第五号及び第七号を除く。）に定めるところによらなければならない。ただし、国土交

通大臣が定める基準に従つた構造計算によつて構造耐力上安全であることが確かめられた場合に

おいては、この限りでない。  

一  高さは、二・二メートル以下とすること。  

二  壁の厚さは、十五センチメートル（高さ二メートル以下の塀にあつては、十センチメートル）

以上とすること。  

三  壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径九ミリメートル以上の鉄

筋を配置すること。  

四  壁内には、径九ミリメートル以上の鉄筋を縦横に八十センチメートル以下の間隔で配置する

こと。  

五  長さ三・四メートル以下ごとに、径九ミリメートル以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分

において壁面から高さの五分の一以上突出したものを設けること。  

六  第三号及び第四号の規定により配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあつて

は壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあつてはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着するこ

と。ただし、縦筋をその径の四十倍以上基礎に定着させる場合にあつては、縦筋の末端は、基

礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。  

七  基礎の丈は、三十五センチメートル以上とし、根入れの深さは三十センチメートル以上とす

ること。  



補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造

計算の基準を定める件 

平成十二年五月二十三日 
建設省告示第千三百五十五号 

 
建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第六十二条の八ただし書の規定に基
づき、補強コンクリートブロック造の塀の構造耐力上の安全性を確かめるための構造計算

の基準を次のように定める。 

 
建築基準法施行令(以下「令」という。)第六十二条の八ただし書に規定する補強コンクリートブロ
ック造の塀の安全性を確かめるための構造計算の基準は、次のとおりとする。 
 一   補強コンクリートブロック造の塀の風圧力に関する構造計算は、次に定めるところによる 
  こと。 
イ   令第八十七条第二項の規定に準じて計算した速度圧に、同条第四項の規定に準じて定め 

   た風力係数を乗じて得た風圧力に対して構造耐力上安全であることを確かめること。 
ロ   必要に応じ、風向と直角方向に作用する風圧力に対して構造耐力上安全であることを確 
かめること。 

二   補強コンクリートブロック造の塀の地震力に関する構造計算は、次に定めるところによる 
こと。 
イ   補強コンクリートブロック造の塀の地上部分の各部分の高さに応じて次の表に掲げる式 
 によって計算した地震力により生ずる曲げモーメント及びせん断力に対して構造耐力上安

全であることを確かめること。 
曲げモーメント(単位 ニュートンメートル) 0.4hCsiW
せん断力(単位 ニュートン) CsiW 
この表において、h、Csi及びWは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
h 補強コンクリートブロック造の塀の地盤面からの高さ(単位 メートル) 
Csi 補強コンクリートブロック造の塀の地上部分の高さ方向の力の分布を表す係数
で、計算しようとする当該補強コンクリートブロック造の塀の部分の高さに応じて次の

式に適合する数値 
Csi 0.3Z(1－(hi／h)) 
(この式において、Z及び hiは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 Z 令第八十八条第一項に規定する Zの数値 
 hi 補強コンクリートブロック造の塀の地上部分の各部分の地盤面からの高さ 

(単位  メートル)                          ） 
W 補強コンクリートブロック造の塀の固定荷重と積載荷重との和(単位 ニュートン) 

 

ロ   補強コンクリートブロック造の塀の地下部分は、地下部分に作用する地震力により生ず 
る力及び地上部分から伝えられる地震力により生ずる力に対して構造耐力上安全であるこ

とを確かめること。この場合において、地下部分に作用する地震力は、補強コンクリートブ

ロック造の塀の地下部分の固定荷重と積載荷重との和に次の式に適合する水平震度を乗じ

て計算するものとする。 
k 0.1(1－H／40)Z 
 (この式において、k、H及び Zは、それぞれ次の数値を表すものとする。 
 k   水平震度 
 H   補強コンクリートブロック造の塀の地下部分の各部分の地盤面からの深さ(二十を超 
 えるときは、二十とする。)(単位 メートル) 

Z   令第八十八条第一項に規定する Zの数値) 
 



附 則  
この告示は、平成十二年六月一日から施行する。 
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